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１【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】
　令和８年６月26日に提出いたしました第104期（自　令和７年４月１日　至　令和８年３月31日）内部統制報告書の

記載事項に訂正すべき事項がありましたので、金融商品取引法第24条の４の５第１項に基づき内部統制報告書の訂正報

告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】
２　評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項

 

３【訂正箇所】
１．訂正の対象となる内部統制報告書の提出日

令和８年６月26日

 

２．訂正の理由

　内部統制報告書の「２　評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項」の記載事項に誤りがあることから訂正す

る事といたしました。

 

３．訂正箇所及び訂正の内容

　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。

 

２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

　　（訂正前）

　財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である令和８年８月31日を基準日としておこなわれており、

評価にあたっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。

 

　　（訂正後）

　財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である令和８年３月31日を基準日としておこなわれており、

評価にあたっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
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